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保険・年金・税金健康・福祉

４ ９ １

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度

高
額
療
養
費
支
給
事
前
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
「
ｄ
払
い
」
で

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
「
ｄ
払
い
」
で

市
税
等
が
納
め
ら
れ
ま
す

市
税
等
が
納
め
ら
れ
ま
す

　

市
税
等
の
納
付
方
法
と
し

て
、
新
た
に
「
ｄ
払
い

ｄ
払
い
」
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま

し
た
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
と

は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ

リ
を
使
っ
た
電
子
納
付
で
す
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
か
ら
、
納
付
書

に
印
字
さ
れ
て
い
る
「
コ
ン

ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
」

を
読
み
取
り
、
市
税
等
を
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
税
目
等

▽
市
都
民
税（
普
通
徴
収
分
）

▽ 

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
▽
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

▽ 

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通

徴
収
分
）

▽ 
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
普
通
徴
収
分
）

▽ 

介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収

分
）

▽ 

廃
棄
物
処
理
手
数
料
（
し

尿
、
粗
大
）

※ 

コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー

ド
が
印
刷
さ
れ
て
い
な
い

納
付
書
で
は
納
付
が
で
き

ま
せ
ん
。

※ 

コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー

コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
て
い

●
海
外
に
転
出
す
る
方
へ

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

が
海
外
に
転
出
す
る
と
、
加
入

義
務
が
な
く
な
り
国
民
年
金
被

保
険
者
の
資
格
が
喪
失
さ
れ
、

保
険
料
を
納
め
る
必
要
が
な
く

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
将
来
、

国
民
年
金
の
基
礎
年
金
を
満
額

支
給
に
近
づ
け
た
い
日
本
国
籍

の
方
は
、
海
外
転
出
中
で
も
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
任
意
加
入
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

持 

ち
物　

本
人
確
認
書
類
、
口

座
振
替
の
場
合
は
通
帳
と
届

け
出
印

そ 

の
他　

申
請
書
に
日
本
国
内

在
住
の
協
力
者
の
氏
名
、
住

所
、
電
話
番
号
、
続
柄
を
記

入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

協
力
者
が
い
な
い
場
合
は
、

青
梅
年
金
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
海
外
か
ら
転
入
し
た
方
へ

　

厚
生
年
金
被
保
険
者
以
外

は
、
国
民
年
金
被
保
険
者
の
加

入
手
続
き
が
必
要
で
す
。
転
入

後
に
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
海
外
転
出
中
に

任
意
加
入
し
て
い
た
方
も
、
切

海
外
に
転
出
す
る
方
、
海
外
か
ら
転
入
し
た
方
へ

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
等
を
お
忘
れ
な
く
！

り
替
え
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※ 

外
国
の
年
金
制
度
加
入
中
に

一
時
帰
国
し
た
方
は
、
社
会

保
障
協
定
（
二
重
加
入
を
防

ぐ
調
整
）
に
よ
り
、
日
本
の

年
金
制
度
に
加
入
す
る
必
要

が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
外
国
の
年
金
制
度
に
加

入
中
で
あ
る
こ
と
を
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。
社
会
保
障
協

定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青

梅
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

手
続
き
場
所
・
問
い
合
わ
せ　

青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０
、
市
保
険
年
金
課

国
民
年
金
係

る
納
付
書
で
、
１
回
の
支

払
い
金
額
が
30
万
円
を
超

え
る
場
合
は
、
納
付
が
で

き
ま
せ
ん
。

※ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
に

よ
る
納
付
で
は
、
領
収
証

書
お
よ
び
軽
自
動
車
の
車

検
用
納
税
証
明
書
は
発
行

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
領
収

書
ま
た
は
車
検
用
納
税
証

明
書
が
必
要
な
場
合
は
、

金
融
機
関
等
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
詳
細
は
、
各
社

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

収
納
課
収
納

管
理
係

「こころの体温計」でストレスチェック「こころの体温計」でストレスチェック

　「こころの体温計」はパソコンや携帯電話を利用して、

気軽にストレスや落ち込み度がチェックできるシステム

です。

★パソコン… H P https://fishbowlindex.

jp/ome/

★携帯電話…右の２次元コードから

★費用無料（通信料は自己負担）

★その他のモード…身近な家族を思いやる「家族モー

ド」 ▽子育て中のママさんに「赤ちゃんママモー

ド」 ▽困った時の乗り切り方で分かる「ストレス対

処タイプ別テスト」 ▽アルコールとの付き合い方を

チェック「アルコールチェックモード」

問い合わせ　健康センター☎２３－２１９１

総
合
病
院
に
お
け
る
選
定
療
養
費
を

改
定
し
ま
す

　

総
合
病
院
で
は
、
令
和
４
年

度
診
療
報
酬
改
定
に
基
づ
き
、

10
月
１
日
よ
り
選
定
療
養
費
を

以
下
の
よ
う
に
改
定
し
ま
す
。

▽ 

初
診
時
加
算(

紹
介
状
持
参

の
な
い
初
診
の
方)

…
５
千

円
か
ら
７
千
円
に
改
定

▽ 

再
診
時
加
算(

医
師
よ
り
他

院
へ
の
紹
介
の
申
し
出
を
受

け
た
も
の
の
、
引
き
続
き
受

診
す
る
方)

…
２
千
500
円
か

ら
３
千
円
に
改
定

※
金
額
は
い
ず
れ
も
税
抜

　

な
お
、
国
の
公
費
を
お
持
ち

の
方
や
、
特
定
健
診
で
要
精
密

検
査
と
判
定
さ
れ
た
方
な
ど
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
患
者

さ
ん
は
、
徴
収
の
対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
総
合
病
院
医
事
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

総
合
病
院
医
事

課
医
事
係
☎
22
・
３
１
９
１

10
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者
証
が
変
わ
り
ま
す

一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
の

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
が
変

わ
り
ま
す
。

　

10
月
１
日
か
ら
、
医
療
機
関

等
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の

自
己
負
担
割
合
が
、現
行
の「
１

割
」
ま
た
は
「
３
割
」
に
、
新

た
に「
２
割
」が
追
加
さ
れ
、「
１

割
」「
２
割
」「
３
割
」
の
３
区

分
と
な
り
ま
す
。

　

一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方

は
、
現
役
並
み
所
得
者
（
３
割

負
担
）
を
除
き
、
医
療
費
の
自

己
負
担
割
合
が
「
２
割
」
に
な

り
ま
す
。

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
（
保
険
証
）
を
送
付
し

ま
す
。

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
（
藤

色
）
の
有
効
期
間
は
、
９
月
30

日
ま
で
で
す
。
10
月
１
日
か
ら

の
新
し
い
保
険
証
（
水
色
）
は
、

全
て
の
被
保
険
者
の
方
に
、
９

月
30
日
ま
で
に
簡
易
書
留
郵
便

で
送
付
し
ま
す
。
届
き
ま
し
た

ら
、
氏
名
・
生
年
月
日
・
自
己

負
担
割
合
な
ど
の
記
載
内
容
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
（
藤

色
）
は
、
有
効
期
限
が
過
ぎ
た

10
月
１
日
以
降
、
個
人
情
報
に

留
意
の
上
、
ご
自
身
で
破
棄
す

る
か
、
保
険
年
金
課
ま
で
ご
返

却
く
だ
さ
い
。

10
月
１
日
か
ら
の
自
己
負
担
割

合
に
つ
い
て

　

４
年
10
月
～
５
年
７
月
の
自

己
負
担
割
合
は
、
令
和
４
年
度

住
民
税
課
税
所
得
や
令
和
３
年

高
額
療
養
費
支
給
事
前
申
請

書
を
送
付
し
ま
す

　

配
慮
措
置
の
開
始
（
下
記

参
照
）
に
伴
い
、
10
月
１
日

か
ら
自
己
負
担
割
合
が
「
２

割
」
と
な
る
方
で
、
こ
れ
ま

で
に
高
額
療
養
費
の
口
座
登

録
が
さ
れ
て
い
な
い
方
に
対

し
て
、
高
額
療
養
費
支
給
事

前
申
請
書
を
９
月
中
旬
頃
に

東
京
都
広
域
連
合
か
ら
送
付

す
る
予
定
で
す
。

　

お
手
元
に
事
前
申
請
書
が

届
き
ま
し
た
ら
、
必
要
事
項

を
記
入
し
添
付
書
類
と
と
も

に
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で

期
限
内
に
郵
送
で
ご
提
出
く

だ
さ
い
。
こ
の
事
前
申
請
書

を
期
限
内
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
、
円
滑
に
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
の
際
に
は
①
被
保
険

者
証
の
写
し
②
振
込
先
の
金

融
機
関
口
座
確
認
書
類
の
写

し
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

高
額
療
養
費
支
給
事
前
申

請
書
の
記
載
方
法
等
に
つ
い

て
は
、
申
請
書
に
記
載
の
あ

る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
期
間
内
に
提

出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
今

後
、
高
額
療
養
費
が
発
生
し

た
際
に
高
額
療
養
費
支
給
申

請
書
を
広
域
連
合
か
ら
送
付

し
ま
す
。

※ 

書
類
は
必
ず
郵
送
で
お
届

け
し
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
・
広
域
連
合
・

市
区
町
村
が
電
話
や
訪
問

で
、
口
座
情
報
登
録
や
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ

と
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
や

通
帳
等
を
お
預
か
り
す
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
と
き

は
、警
察
署
（
＃
９
１
０
０
）

ま
た
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
188
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○ 

高
額
療
養
費（
配
慮
措
置
）

に
つ
い
て

　

10
月
１
日
か
ら
自
己
負
担

割
合
の
区
分
に
、新
た
に「
２

割
」
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
２
割
負
担
対
象
者
の

急
激
な
自
己
負
担
額
の
増
加

を
抑
え
る
た
め
に
、
10
月
１

日
～
７
年
９
月
30
日
の
３
年

間
に
つ
い
て
、
外
来
医
療
の

負
担
増
加
額
の
上
限
を
１
か

月
あ
た
り
最
大
３
千
円
ま
で

と
し
、
上
限
額
を
超
え
て
支

払
っ
た
金
額
は
高
額
療
養
費

と
し
て
支
給
す
る
配
慮
措
置

が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

１
か
月
の
自
己
負
担
限
度

額
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
保

険
証
同
封
の
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
し
く
み
Ｐ
10
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

配
慮
措
置
が
適
用
さ
れ
る

場
合
の
計
算
方
法　

　

上
表
参
照

問 

い
合
わ
せ
　

▽ 

制
度
に
つ
い
て
…
東
京
都

後
期
高
齢
者
医
療
「
広

域
連
合
お
問
合
せ
セ
ン

タ
ー
」
☎
０
５
７
０
・

086
・
519
（
IP
電
話
、
Ｐ
Ｈ

Ｓ
か
ら
は
☎
03
・
３
２
２ 

２
・
４
４
９
６
）、
FAX
０
５ 

７
０
・
086
・
075

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
午
前
９
時
～
午
後
５

時
▽ 

個
人
情
報
を
含
む
こ
と
に

つ
い
て
…
市
保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
係

中
の
収
入
・
所
得
に
基
づ
き
、

世
帯
単
位
で
判
定
し
ま
す
。
詳

し
く
は
保
険
証
に
同
封
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
Ｐ
５
を
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ
　

▽ 

制
度
に
つ
い
て
…
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
「
広
域
連
合

お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー
」
☎
０ 

５
７
０
・
086
・
519
（
IP
電
話
、

Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
☎
03
・
３ 

２
２
２
・
４
４
９
６
）、
FAX
０ 

５
７
０
・
086
・
075

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽ 

個
人
情
報
を
含
む
こ
と
に
つ

い
て
…
市
保
険
年
金
課
後
期

高
齢
者
医
療
係

窓口負担割合１割のとき　① ５，０００円

窓口負担割合２割のとき　② １０，０００円

負担増　③（②－①） ５，０００円

窓口負担増の上限　④ ３，０００円

支給（払い戻し）等（③－④） ２，０００円

表　１か月の医療費全体額が５０，０００円の場合

９月３０日まで

１０月１日から


